
資料３  

 

1 

 

法人タクシー事業者の営業所に配置する最低車両数の緩和に関する協議について 

 

１）方針・方向性（協議決定事項） 

 

「合資会社 浅舞タクシー」及び「合同会社 沼舘タクシー」から要望のあった以

下の事項についてご協議いただきたい。 

・浅舞タクシーの営業所に配置するタクシーの最低車両数を「３両」以上とするこ

と。 

・沼舘タクシーの営業所に配置するタクシーの最低車両数を「２両」以上とするこ

と。 

 

２）法人タクシー事業者の営業所に配置する最低車両数に関する規制の概要 

 

○法人タクシー事業の許可、事業計画変更に係る認可その他の法人タクシー事業に

関する様々な審査基準は、「平成２９年東北運輸局公示第３８号 法人タクシー事

業の許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の審査基準について」（以下「審

査基準」という。）により定められている。 

 

○審査基準により、横手市を営業区域とする事業者については、その営業所に最低

でも「５両」以上のタクシーを配置しなければならないとされているが、経過措置

により平成１４年１月３１日現在においてタクシーの配置車両数が５両未満の営

業所に対して、当該規制は適用しないこととされている。 

 

○上記経過措置により、営業所に配置されたタクシーの車両数が５両未満の事業者

であっても事業を継続することは可能であるが、５両未満の状態からさらに減車す

るという事業計画の変更はできないこととされている。 

●浅舞タクシー及び沼舘タクシーの現行の事業計画上における配置車両数 

・浅舞タクシー・・・４両 

・沼舘タクシー・・・３両 

 

３）要望書が提出された経緯 

 

○令和２年４月１６日、東北運輸局より「新型コロナウイルスによる急激な需要低

下に伴う休車の特例措置について」が発出され、事業計画の変更を要せず、タクシ

ー車両を休車することのできる特例措置が講じられることとなった。 

 

○浅舞タクシー及び沼館タクシーについて、上記特例措置を活用する形でそれぞれ

タクシー車両を１両ずつ休車する手続を行った。 
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○特例措置の適用期限は令和６年３月３１日であり、休車したタクシー車両につい

ては当該期限までに通常使用できるよう車両整備、各種任意保険加入その他の必要

な措置を講じなければならないとされている。 

 

○休車したタクシー車両を通常使用できるようにすることは、特例措置を活用した

多くの事業者にとってコスト面等から非常に困難であることを背景に、令和５年 

１１月２９日、審査基準の一部が以下のように改正された。 

・「市町村が設置する地域公共交通会議等で協議が調った場合は、最低車両数に係

る基準によらず、当該市町村に限り、最低車両数を２両以上とすることができる。」 

 

○上記の基準改正を受け、浅舞タクシー及び沼舘タクシーから要望書が提出された

ものである。 

 

４）検討事項・具体的実施プラン 

 

○浅舞タクシーは昭和４０年から、沼舘タクシーについては大正１０年から現在に

至るまでタクシー事業を展開しており、また、横手デマンド交通の運行事業者でも

あることから、横手市の地域公共交通を支える存在であることに疑いの余地はな

い。 

 

○地域公共交通サービスの持続・維持という観点において、交通事業者の事業継続

は最優先事項であると考えられるため、要望事項については「承認すること」とし

たい。なお、要望事項を承認することにより事業計画上はタクシー車両がそれぞれ

１両ずつ減少することになるものの、実態としては変わらないため（コロナ特例以

降、現に浅舞タクシーは３両、沼舘タクシーは２両で営業している）、地域の公共交

通サービスが低下するというものではない。 

 

 

 



suzuki-manami-a
テキストボックス
資料３ 参考資料



参考資料

suzuki-manami-a
矩形

suzuki-manami-a
テキストボックス
資料３ 参考資料



参考資料

suzuki-manami-a
矩形

suzuki-manami-a
テキストボックス
資料３ 参考資料


